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　栃木地区メディカル
　　　　　センター（仮）について

No. ６

栃木市長　鈴木俊美

　市民の皆さん、こんにちは。今回は「栃
木地区メディカルセンター（仮称）」に
ついてお話しします。
　下都賀総合病院の経営や施設老朽化の
問題から、地域医療の確保が重要な課題
となっており、「社団法人下都賀郡市医
師会附属下都賀郡市医師会病院」、「栃木
県厚生農業協同組合連合会下都賀総合病
院」、「医療法人陽気会とちの木病院」を
統合再編し、新たに設立する「栃木地区
メディカルセンター（仮称）」として整備
することとなりました。
　この「栃木地区メディカルセンター（仮
称）」は、第１病院、第２病院、総合保
健医療支援センター及び介護老人保健施
設等で構成されています。
　第１病院は、急性期・亜急性期・二次

救急医療センターとなる
ほか、がん医療や脳卒中、
急性心筋梗塞や糖尿病等の
治療の中枢医療機関となり、平成 25 年
中に、栃木駅南で建設に着手します。
　第２病院は、現在の「とちの木病院」
を増改築し、250 床規模の回復期・慢
性期医療・回復期リハビリテーション、
在宅ホスピス機能、透析センター等を設
置します。
　総合保健医療支援センターは、現在の

「医師会病院」を、総合健診センター、
予防接種センター、在宅ケア支援セン
ターに加えて、介護老人保健施設も併設
する施設とします。
　この構想は、全国的にも画期的なこと
であり、国からは合計 35 億円の財政支
援が得られることになっています。栃木
地区の医療の面における安心・安全体制
を築き上げるため、何としても成功させ
なければなりません。何卒、ご理解とご
支援をいただきたいと思います。

意
見
、
提
案
を
募
集

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

市
地
域
防
災
・
水
防
・

国
民
保
護
各
計
画
（
案
）

　

本
市
の
災
害
対
策
全
般
に
わ

た
る
基
本
的
な
「
栃
木
市
地
域

防
災
計
画
」、
水
害
を
警
戒
し
、

そ
の
被
害
な
ど
を
軽
減
す
る
た

め
の
水
防
に
関
す
る
「
栃
木
市

水
防
計
画
」、
外
国
か
ら
の
武

力
攻
撃
や
大
規
模
テ
ロ
等
に
際

し
て
、
迅
速
・
的
確
に
国
民
保

護
措
置
を
行
う
た
め
の
「
栃
木

市
国
民
保
護
計
画
」
の
３
つ
の

計
画
の
策
定
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
の
防
災
・
水
防
・

国
民
保
護
の
基
本
と
な
る
事
項

を
定
め
た
計
画
（
案
）
で
す
。

◆
募
集
期
限　

２
月
18
日（
月
）

必
着

◆
対
象
者
（
共
通
事
項
参
照
）

◆
閲
覧
場
所　

 

消
防
防
災

課
（
本
庁
舎
４
階
）
▽
各
総
合

支
所
地
域
ま
ち
づ
く
り
課
▽
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

◆
提
出
方
法（
共
通
事
項
参
照
）

◇
直
接
提
出　

 

消
防
防
災

課
（
本
庁
舎
４
階
）
▽
各
総
合

支
所
地
域
ま
ち
づ
く
り
課
○
郵

送　

〒
３
２
８
‐
８
６
８
６
（
住

所
記
入
不
要
）
消
防
防
災
課

あ
て
○
Ｆ
Ａ
Ｘ
21
‐
２
３
２
３

○
メ
ー
ル syoubou@
city.

tochigi.lg.jp

市
住
生
活
基
本
・
公
営
住
宅

等
長
寿
命
化
各
計
画
（
案
）

　

本
市
の
特
性
に
応
じ
た
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
住
宅
施
策
を

推
進
す
る
た
め
の
「
栃
木
市
住

生
活
基
本
計
画
（
案
）」
を
、

ま
た
、
市
営
住
宅
ス
ト
ッ
ク
等

の
総
合
的
な
活
用
方
針
の
設
定

及
び
長
寿
命
化
を
図
る
「
栃
木

市
公
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画

（
案
）」
の
策
定
を
行
っ
て
い
ま

す
。

◆
募
集
期
限　

２
月
20
日（
水
）

必
着

◆
対
象
者
（
共
通
事
項
参
照
）

◆
閲
覧
場
所　

施
設
管
理
課

▽ 
 

 
 

の
各
都
市
建
設

課

 

産
業
建
設
課
▽
市
政
情

報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
３
階
）

▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

◆
提
出
方
法（
共
通
事
項
参
照
）

○
直
接
提
出　

施
設
管
理

課
▽ 

 
 

 

の
各
都
市
建

設
課 

 

産
業
建
設
課
○
郵
送　

〒
３
２
８
‐
８
６
８
６
（
住
所
記

入
不
要
）
施
設
管
理
課
あ
て
○

Ｆ
Ａ
Ｘ　

21
‐
２
２
３
９
○
メ
ー

ル si-kanri04@
city.tochigi.

lg.jp◆
そ
の
他
（
共
通
事
項
参
照
）

 

施
設
管
理
課 

☎
21
‐
２
６
２
２

市
環
境
基
本
計
画
（
案
）

　

環
境
基
本
計
画
は
、
環
境
の

保
全
と
創
造
に
関
す
る
総
合
的

か
つ
長
期
的
な
施
策
の
大
綱
を

定
め
る
も
の
で
、
望
ま
し
い
環

境
像
や
環
境
施
策
の
体
系
、
基

本
目
標
、
重
点
施
策
等
の
ほ
か

市
民
、
事
業
者
及
び
市
の
役
割

や
取
り
組
む
べ
き
事
項
等
を
記

載
し
、
市
の
環
境
施
策
推
進
の

指
針
と
な
り
ま
す
。

◆
募
集
期
限　

２
月
８
日（
金
）

必
着

◆
対
象
者
（
共
通
事
項
参
照
）

◆
資
料
の
閲
覧
場
所　

 

環

境
課
▽
各
総
合
支
所
生
活
環
境

課
▽
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本

庁
舎
３
階
）
▽
栃
木
地
域
の
各

公
民
館
▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

◆
提
出
方
法（
共
通
事
項
参
照
）

○
直
接
提
出　

 

環
境
課 

▽

各
総
合
支
所
生
活
環
境
課
○
郵

送　

〒
３
２
８
‐
８
６
８
６
（
住

所
記
載
不
要
）
環
境
課
あ
て
○

Ｆ
Ａ
Ｘ
22
‐
６
２
７
４
○
メ
ー

ルkankyou@
city.tochigi.

lg.jp◆
そ
の
他
（
共
通
事
項
参
照
）

 

環
境
課 

☎
21
‐
２
６
０
１

市
斎
場
再
整
備
基
本
構
想（
案
）

　

老
朽
化
の
進
む
現
斎
場
の
再

整
備
を
行
う
基
本
構
想
を
策
定

す
る
た
め
、
栃
木
市
斎
場
再
整

備
検
討
委
員
会
で
協
議
を
重
ね

て
い
ま
す
。
基
本
構
想
（
案
）

市
保
育
所
整
備
基
本
計
画（
案
）

　

急
速
な
少
子
化
が
進
行
す
る

一
方
で
、
保
育
ニ
ー
ズ
は
増
加

し
多
様
化
し
て
お
り
、
働
く

親
の
子
育
て
の
支
援
策
と
し

て
、
安
心
し
て
預
け
ら
れ
る
保

育
所
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
本
市
で
は
多
く

の
公
立
保
育
所
が
老
朽
化
し
て

お
り
、
安
心
安
全
な
保
育
環
境

の
整
備
も
必
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
多
く
の
課
題
に

対
応
し
、
今
後
着
実
な
保
育
所

整
備
を
進
め
て
い
く
た
め
、「
保

育
所
整
備
基
本
計
画
（
案
）」

を
策
定
し
ま
し
た
。

◆
募
集
期
間　

２
月
28
日（
木
）

必
着

◆
閲
覧
場
所　

 

社
会
福
祉

課
・
こ
ど
も
課
（
福
祉
庁
舎
１

階
）▽
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー（
本

庁
舎
３
階
）
▽
各
総
合
支
所
健

康
福
祉
課
▽
栃
木
地
域
の
各
公

民
館
、
大
平
公
民
館
、
藤
岡
公

民
館
、
都
賀
公
民
館
、
西
方
公

民
館
▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

◆
提
出
方
法（
共
通
事
項
参
照
）

〇
直
接
提
出　

 

社
会
福
祉

課
、
各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

〇
郵
送　

〒
３
２
８
‐
８
６
８
６

（
住
所
記
入
不
要
）
社
会
福
祉
課

あ
て
○
Ｆ
Ａ
Ｘ
21
‐
２
５
０
５
〇

メ
ー
ルf-total02@

city.tochigi.
lg.jp◇

そ
の
他
（
共
通
事
項
参
照
）

 

社
会
福
祉
課 

☎
21
‐２
５
０
１

《
共
通
事
項
》

◆
対
象
者

　

①
市
内
在
住
の
方
②
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個
人
、

法
人
等
③
市
内
在
勤
、
在
学
の
方
④
市
税
の
納
税
義
務
者
⑤

市
施
策
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

◆
提
出
方
法

　

閲
覧
場
所
に
あ
る
提
出
用
紙
、
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
提
出
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
各
々
の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
そ
の
他（
提
出
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
）

　

提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後
日
公
表
し
ま
す
が
、
住
所
・
氏

名
等
個
人
情
報
は
公
表
し
ま
せ
ん
。
ま
た
意
見
に
対
し
て
個

別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
担
当
課
へ
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

市
民
生
活
課 

☎
21
‐
２
１
４
６

登
録
型
本
人
通
知
制
度

　

市
は
、
住
民
票
の
写
し
や
戸

籍
等
の
不
正
請
求
や
不
正
取
得

に
よ
る
個
人
の
権
利
の
侵
害
を

防
ぐ
た
め
、
住
民
票
の
写
し
や

戸
籍
等
を
本
人
の
代
理
人
や
第

三
者
に
交
付
し
た
時
に
、
事
前

に
登
録
し
た
方
に
交
付
し
た
こ

と
（
交
付
年
月
日
、
種
別
及
び

通
数
、交
付
請
求
者
の
種
別
（
代

理
人
又
は
第
三
者
の
別
））
を
お

知
ら
せ
す
る
「
登
録
型
本
人
通

知
制
度
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

登
録
で
き
る
方
は
、
市
の
住

民
基
本
台
帳
ま
た
は
戸
籍
に
記

載
さ
れ
て
い
る
（
い
た
）
方
で
、

本
人
が
登
録
す
る
場
合
は
本
人

確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
や
パ

ス
ポ
ー
ト
等
本
人
の
写
真
が
貼

付
さ
れ
た
証
明
書
等
）
を
お
持

ち
い
た
だ
き
、
本
庁
市
民
生
活

課
及
び
各
総
合
支
所
生
活
環
境

課
に
備
え
付
け
の
「
本
人
通
知

制
度
事
前
登
録
申
込
書
」
に
記

入
し
、申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

本
市
は
、
次
の
各
計
画
（
案
）
に
対
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）
を
実
施
し
ま
す
。
各
記
載
の
募
集
期
間
、

閲
覧
場
所
、
提
出
方
法
な
ど
に
沿
っ
て
、
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
、

提
案
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

◆
そ
の
他
（
共
通
事
項
参
照
）

 

消
防
防
災
課 

☎
21
‐２
７
０
３

に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

◆
実
施
時
期　

平
成
24
年
度
中

（
２
月
頃
）
を
予
定
。

◇
実
施
方
法　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（
閲

覧
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
斎

場
整
備
室
、
市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
、各
総
合
支
所
等
を
予
定
）

※
な
お
、
平
成
25
年
度
に
基
本

計
画
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
予
定
で
す
。

 

斎
場
整
備
室
（
市
民
会
館
／

日
ノ
出
町
） ☎
20
‐
２
３
１
１

♥
愛
の
献
血
に
ご
協
力
を
♥

２
月
15
日
（
金
）
９
時
30

分
～
16
時
（
12
時
か
ら
13

時
は
除
く
）

◆
場
所　

栃
木
市
役
所　

※
２
０
０
、４
０
０
㍉
㍑

全
血
献
血

※
献
血
手
帳
、
献
血
カ
ー

ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

 

健
康
増
進
課

　
　
　

☎
25
‐
３
５
１
１


